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申告期間は２月１６日（木）から３月１５日（木）まで
　平成24年度（平成23年中所得分）の市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料（以下 市県民税等）申告受付を2月16日(木)から行います。会場と時間等について
は、１月中旬に回覧文書で配布した「平成24年度市県民税等申告のご案内」を確認いただき、
申告期限内に申告くださいますようお願いいたします。
　また、申告が必要かどうかを判断できるフローチャートを
下記のとおり掲載していますので参考にしてください。

　　　　　　　税　務　課　☎０９７８－７２－１１１１
国見総合支所　地域総務課　☎０９７８－８２－１１１１
武蔵総合支所　地域総務課　☎０９７８－６８－１１１１
安岐総合支所　地域総務課　☎０９７８－６７－１１１１

※このフローチャートはあくまでも目安ですので、当てはまらない場合もあります。
　ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。               
※税務署に平成23年分の確定申告書を提出された方は、市県民税の申告は不要です。

問い合わせ

◎平成２４年度 市県民税等申告フロ－チャ－ト

あなたは平成24年１月１日現在、
国東市に住んでいましたか？はいはい いいえいいえ

市県民税の申告が必要です。

市県民税の申告は不要です。

市県民税の申告は不要です。

給与、公的年金以外に、何か収入のある
方は市県民税の申告が必要です。

所得控除等の追加は市県民税の
申告が必要になります。
※還付を受ける方については、確定
　申告書の提出ができます。

市県民税の申告は不要です。
平成24年１月１日現在、居住していた
市町村にお問い合わせください。

同居の方の税法上の扶養に
なっていますか？
(国民健康保険の世帯主の方は「いいえ」にお進みください。)

平成23年中（平成23年1月1日～12月31日）に
何か収入はありましたか？
(障害年金・遺族年金のみの方は「いいえ」にお進みください。)

給与収入のみの収入でしたか？

公的年金のみの収入でしたか？

農業・営業・不動産などの収入がある
方は市県民税の申告が必要です。

勤務先から国東市に給与支払報告書が提出
されていて、年末調整が済んでいますか？
(勤務先にご確認ください。)

日本年金機構等から年金支払報告書が提出
されている方で年金の収入合計額が

65歳以上の方で148万円以上
　または
65歳未満の方で98万円以上
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